
２市外局番＝☎018

＊２･３ページに掲載した情報は令和３年５月７日現在のものです。最新情報は、市ホームページなどでご確認ください。

◆発熱などの症状があり受診を希望する場合は、まずはかかりつけ医に必ず電話でご相談ください
　かかりつけ医がいないなど、医療機関に迷う場合は、下記の｢あきた新型コロナ受診相談センター｣へご相談くだ
さい。紹介された医療機関を受診する際は、必ず事前に受診先へ電話してください。
　■☎(866)7050／24時間対応　■☎0570-011-567／8:00〜17:00　■☎(895)9176／8:00〜17:00

　新型コロナウイルスの影響による経
済的負担などを軽減するために、次の
給付金、商品券を対象となるかたへ支
給します。詳しくは、市ホームページ
(各広報ID番号ごと)をご覧ください。

生活応援商品券(秋田県補助事業)
広報ID番号 1029018

対象１人につき１万円の商品券を配布

①令和３年１月１日現在で秋田市に住民票があり、
世帯員全員の令和３年度の市民税(均等割)が非
課税である世帯(生活保護世帯を含む)の世帯員
②令和３年１月１日現在で受給者、児童ともに秋
田市に住民票があり、児童手当(令和３年１月
分)を受給している世帯(公務員支給対象者、特
例給付対象者は除く)の受給者

対
象

＊①と②の重複受給はできません。

　６月中旬以降、下記の対象と思われるかたへ申請書
をお送りしますので、期日までに提出してください。
申請書が届き次第、市で審査を行い、７月中旬以降に
商品券をお送りします。

　配偶者などからの暴力を理由に、県内他市町
村から秋田市へ避難しているかたは、事前に申
し出ていただくことで、秋田市の商品券を受け
取ることができます。
　ご希望のかたは、５月24日(月)から６月４日
(金)までに、申出書を提出してください。詳し
くは、市ホームページをご覧ください。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
広報ID番号 1029051

児童１人につき５万円を支給

①令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けて
いるかた
②公的年金などを受給していることにより、令和
３年４月分の児童扶養手当の支給を受けていな
いかた(児童扶養手当の支給制限限度額を下回
るかた)
③令和３年４月分の児童扶養手当は受給していな
いが、新型コロナウイルスの影響を受けて家計
が急変し、児童扶養手当を受給しているかたと
同じ水準になっているかた

対
象

　下記①のかたは申請不要です。②③のかたは申請が
必要ですので、市ホームページから申請書をダウン
ロードしてお申し込みください。

子ども応援給付金
広報ID番号 1029050

対象児童１人につき１万円を支給

◆対象となる世帯には案内をお送りします
秋田市に住民登録があり、平成15年４月２日か
ら令和４年４月１日までに生まれたお子さん。た
だし、令和３年４月１日以降に転入した児童や、
基準日(令和３年３月31日)現在で独立して生計
を営むかた、婚姻しているかた、すでに児童を養
育しているかたは対象外です

対
象
児
童

１

２

３

▶秋田市から児童手当を受給しているかたは手続
き不要で、児童手当の振込口座へ支給します
▶秋田市から児童手当を受給していないかたには
申請書をお送りします。申請期限は９月30日(木)
▶令和３年４月１日以降にお子さんが生まれたか
たには申請書をお送りします。申請期限は来年
５月末

受
給
手
続

問い合わせ▶
新型コロナウイルス感染症
経済対策コールセンター☎(803)6810 問い合わせ▶子ども総務課☎(888)5697

問い合わせ▶子ども総務課☎(888)5698

を支援しますを支援します子育て世帯子育て世帯
低所得世帯低所得世帯



必ず受け付けますので慌てずにお願いします。

希望者は必ずワクチン接種ができますので、
クーポン券が届くのをお待ちください。

３　広報あきた　2021年５月21日号

☎018(803)6800
平日9:00〜18:00

聴覚に障がいのあるかたや、電話での問い合わせが難しいかたはFAXでどうぞ。健康管理課FAX(883)1158

■対象　令和３年度中に65歳以上に達するかた(昭和
32年４月１日以前に生まれたかた)

■送付日程　クーポン券は、国からのワクチン供給量
に合わせて、５月以降、70〜79歳のかた、65〜69
歳のかたへ順次お送りします(80歳以上は送付済み)

水･木曜＝15:00〜17:30　
土曜＝12:30〜14:00　15:00〜17:30　
日曜＝  9:00〜11:30　12:30〜14:00
　　　15:00〜17:30

◆原則、お住まいの地区の会場をご予約ください
◆国からのワクチン供給量によって、日程が変更
になる場合があります。また、８月分の日程
は、改めて広報あきたなどでお知らせします
◆令和３年度中に、65歳以上に達するかた以外の
接種は、詳細が決まり次第、市ホームページや
広報あきたなどでお知らせする予定です

新型コロナウイルスワクチン接種
65歳以上のかた

予約方法は次の２通りです予約方法は次の２通りです

ワクチン接種クーポン券を
対象者に順次お送りしています

クーポン券が届いたかたは
接種会場･日時をご予約ください

接種の予約受付や手続きなどに関するお問い合わせは、
秋田市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターへ

▶上記のコールセンターへ電話で予約する
▶インターネットで予約する
　下記の専用ウェブサイトをご覧

になるか、右記のコードを読み
込んでアクセスしてください

　https://acity-va.com

　地区ごとの会場と予約できる１回目の接種日(６･７
月分)は右表のとおりです。２回目の接種日も、同時に
予約してください(１回目の接種日の３週間後の同じ曜
日に予約をお願いします)。
　予約時間は、下記時間の15分刻みとなります。予約
日当日に、クーポン券、予診票(クーポン券と同封)、
本人確認書類、お薬手帳(お持ちのかた)をお持ちにな
り、会場へお越しください。
　なお、予診票は必ず記入してから会場へお持ちくだ
さい。また、円滑なワクチン接種のため、肩を出しや
すい服装でお越しください。

時
間

６/19(土)･20(日)･23(水)･24(木)･
　 26(土)･27(日)･30(水)
７/ １(木)･ ３(土)･ ４(日)･ ７(水)･
　　８(木)･31(土)

６/26(土)･27(日)･30(水)
７/ １(木)･ ３(土)･ ４(日)･ ７(水)･
　　８(木)･10(土)･11(日)･14(水)･
　 15(木)

６/ ２(水)･ ３(木)

６/26(土)･27(日)･30(水)
７/ １(木)･ ３(土)･ ４(日)･ ７(水)･
　　８(木)･10(土)･11(日)･14(水)･
　 15(木)

６/26(土)･27(日)･30(水)
７/ １(木)･ ３(土)･ ４(日)･ ７(水)･
　　８(木)･10(土)･11(日)･14(水)･
　 15(木)

６/26(土)･27(日)･30(水)
７/ １(木)･10(土)･11(日)･14(水)･
　 15(木)

６/ ２(水)･ ３(木)
７/ ３(土)･ ４(日)･ ７(水)･　８(木)

６/ ２(水)･ ３(木)

６/ ２(水)･ ３(木)

中央

北部

東部

西部

南部

河辺

雄和

市保健
センター

(八橋)

河辺岩見三内
地区コミセン

雄和南体育館

地区 接種会場 予約できる接種日(１回目)

北部市民
サービス
センター

下新城交流センター

東部市民
サービス
センター

西部市民
サービス
センター

南部市民
サービス
センター

南部市民サービ
スセンター別館

集団接種の会場と接種日(１回目)／６･７月分

おかけ間違いにおかけ間違いに
ご注意くださいご注意ください

医療機関での個別接種は、ワクチンの供給状況
などにより６月中に実施する予定です


